
藤 枝 市 重 度 障 害 者 （ 児 ） 医 療 費 助 成 要 綱  

平 成 16年 藤 枝 市 告 示 第 100号  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  市 長 は 、重 度 障 害 者 (児 )（ 以 下「 障 害 者 (児 )」と い う 。）の 療 育 の 推

進 と 経 済 的 負 担 を 軽 減 す る た め 、障 害 者 (児 )が 受 診 し た 際 に 医 療 機 関 等 に 納

付 す る 自 己 負 担 金 に 対 し て 予 算 の 範 囲 内 に お い て 助 成 す る も の と し 、そ の 助

成 に 関 し て は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て「 障 害 者 (児 )」と は 、藤 枝 市 内 に 住 所 を 有 し 、か つ 、

別 表 第 １ に 掲 げ る 社 会 保 険 各 法（ 以 下「 社 会 保 険 各 法 」と い う 。 ） の 規 定 に よ

る 被 保 険 者 、 組 合 員 又 は 被 扶 養 者 で あ る 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。

た だ し 、社 会 福 祉 法（ 昭 和 26年 法 律 第 45号 ）第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る

施 設 に 入 所 し て い る 者 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 164号 ） 第 ２ ７ 条 第 １

項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 児 童 福 祉 施 設 に 入 所 し て い る 者 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 指 定 医 療 機 関 に 入 院 し て い る 者 を 除 く 。  

⑴   身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 283号 ） 第 １ ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ

る 身 体 障 害 者 手 帳 （ 以 下 「 身 体 障 害 者 手 帳 」 と い う ｡） の 交 付 を 受 け 、 障

害 程 度 が 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 規 則（ 昭 和 25年 厚 生 省 令 第 15号 ）第 ５ 条 第

３ 項 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 障 害 程 度 等 級 表 の １ 級 又 は ２ 級 の 障 害 に 該 当

す る 者  

⑵   身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け 、障 害 程 度 が 前 号 に 掲 げ る 障 害 程 度 等 級 表

の う ち 心 臓 、じ ん 臓 若 し く は 呼 吸 器 又 は ぼ う こ う 若 し く は 直 腸 、小 腸 、ヒ

ト 免 疫 不 全 ウ イ ル ス に よ る 免 疫 若 し く は 肝 臓 の 機 能 の 障 害 の ３ 級 の 障 害

に 該 当 す る 者 （ 以 下 「 内 部 障 害 ３ 級 の 者 」 と い う 。 ）  

⑶   静 岡 県 療 育 手 帳 交 付 規 則（ 平 成 12年 静 岡 県 規 則 第 89号 ）第 ５ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け 、そ の 障 害 の 程 度 が Ａ 又 は Ｂ と 判 定 さ れ

た 者  

⑷   特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 39年 法 律 第 134号 ） 第 ３

条 の 規 定 に よ り 特 別 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 者 に 監 護 さ れ て い

る 、 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 50年 政 令 第 207

号 ） 別 表 第 ３ に 掲 げ る １ 級 の 障 害 の 状 態 に 該 当 す る ２ ０ 歳 未 満 の 者  



⑸   精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 25年 法 律 第 123号 ） 第

４ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳（ 以 下「 精 神 障 害 者 保

健 福 祉 手 帳 」と い う 。）の 交 付 を 受 け 、そ の 精 神 障 害 の 状 態 が 精 神 保 健 及

び 精 神 障 害 者 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 25年 厚 生 省 令 第 155号 ） 第 ６ 条 第

３ 項 に 規 定 す る 障 害 等 級 １ 級 と し て 認 め ら れ た 者  

２  こ の 要 綱 に お い て「 ６ ５ 歳 以 上 新 規 対 象 者 」と は 、以 下 の い ず れ か に 該 当

す る 者 を い う 。  

⑴   平 成 １ ６ 年 １ ２ 月 １ 日 以 降 に 新 た に 前 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 に 規 定 す る

障 害 者 (児 )と な っ た 者 の う ち 、 当 該 要 件 に 該 当 す る こ と に な っ た 年 齢 が 6

5歳 以 上 で あ っ た 者 を い う ｡た だ し 、こ の う ち 、身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 の 申

請 を 静 岡 県 内 の 市 町 に お い て 受 理 し た 時 点 で の 年 齢 が ６ ５ 歳 未 満 で あ っ

た 者 を 除 く も の と す る 。  

⑵   前 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 障 害 者 (児 )と な っ た 者 の う ち 、当 該 要 件 に 該 当 す

る こ と と な っ た 年 齢 が ６ ５ 歳 以 上 で あ っ た 者 を い う 。  

３  こ の 要 綱 に お い て「 医 療 機 関 等 」と は 、病 院 、診 療 所 、薬 局 、指 定 訪 問 看

護 事 業 者 そ の 他 社 会 保 険 各 法 の 規 定 に 基 づ き 医 療 に 関 す る 給 付 を 取 り 扱 う 事

業 所 を い う 。  

４  こ の 要 綱 に お い て「 基 本 利用料」と は 、社 会 保 険 各 法 に お け る 訪 問 看 護 療

養 費 の う ち 指 定 訪 問 看 護 の 事 業 の人員 及 び運営に 関 す る 基準（ 平 成 12年 厚 生

省 令 第 80号 ） 第 １ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る も の を い う 。  

 （ 助 成 の停止）  

第 ３ 条  前 条 第 １ 項 各 号 に か か る 障 害 者 (児 )、 障 害 者 (児 )の配偶者 又 は 障 害

(児 )の民法（明治 29年 法 律 第 89号 ） 第８７ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 扶 養 義務者

で 当 該 障 害 者 (児 )の 生計 を 維持す る 者 の 前 年 の 所得 が 特 別 障 害 者 手 当 受 給

基準に 定 め る額以 上 で あ る と き は 、そ の 年 の １ ０ 月 か ら翌年９月まで は 助 成

を停止す る 。  

 （ 助 成 の 対 象 者 ）  

第 ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る 医 療 費 の 助 成 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 障 害 者

(児 )又 は 障 害 者 (児 )を 監 護 し て い る 者 で あ っ て 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る も の と す る 。  

⑴   障 害 者 (児 )を 監 護 す る父母が い る場合 は 、父又 は母。こ の場合 に お い て 、

父及 び母が と も に 監 護 す る と き は 、当 該父又 は母の う ち主と し て 当 該 障 害



者 (児 )の 生計を維持す る 者（ 当 該父及 び母が い ず れ も 当 該 障 害 者 (児 )の 生

計を維持し な い も の で あ る と き は 、当 該父又 は母の う ち 、主と し て 当 該 障

害 者 (児 )を 監 護 す る 者 ）  

⑵   父母が な い か 又 は父母が 監 護 し な い場合 は 、当 該 障 害 者 (児 )と 同居し て

監 護 す る 者  

 （ 助 成 の額）  

第 ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る 医 療 費 の 助 成 を 受 け る こ と が で き る額は 、別 表 第 ２

に 定 め る 算 定 基準額か ら 自 己 負 担 金 を控除 し た額と す る 。  

 （ 助 成 の 申 請 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る 医 療 費 の 助 成 を 受 け よ う と す る 者 は 、 重 度 障 害 者

（ 児 ）医 療 費 助 成 金 受 給 者証交 付 申 請書（ 第 １ 号様式）に 次 の 各 号 に 掲 げ る

書類を添えて 市 長 に提出し 、重 度 障 害 者（ 児 ）医 療 費 助 成 金 受 給 者証（ 以 下

「 受 給 者証」 と い う 。 第 ３ 号様式） の 交 付 を 受 け な け ればな ら な い 。  

⑴  社 会 保 険 各 法 に 規 定 す る 療 養 の 給 付 を 受 け る資格を証す る書類（ 以 下「 被

保 険 者証」 と い う 。 ）  

⑵  附加給 付 に 関 す る証明書（ 別 表 第 ２ に 規 定 す る附加給 付 が あ る場合 に限る 。

以 下 本 条 に お い て 同 じ 。 第 ２ 号様式）  

⑶  助成 対象 者と その 同一世帯の者 の所得及 び課税に 関す る市区町村長 の証明

書 (市長が必要と認める場合に限る。 ) 

⑷  住民票 (市長が必要と認める場合に限る。 ) 

⑸  第 ２ 条 第 １ 項 各 号 の 要 件 を 満 た す こ と を証明す る書類  

⑹  生活保 護 受 給証明書 (市長が必要と認める場合に限る。 ) 

２  受 給 者証の 有効期間が 満了し 、受 給 者証の更新 を 受 け よ う と す る 者 は 、重

度 障 害 者（ 児 ）医 療 費 助 成 金 受 給 者証更新 申 請書（ 第 １ 号様式）に 、前 項 各

号 に 掲 げ る書類及 び 受 給 者証を添付 し て 市 長 に提出し 、受 給 者証の更新 を 受

け な け ればな ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に か かわら ず 、市 長 が必要 と 認 め た き は 、前 項 の 手続き を 省略

し 、 受 給 者証の更新 を 行 う こ と が で き る 。  

 （ 受 給 者証の 交 付 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 申 請 し た 者 が 、こ の 要 綱 に 定 め る 医 療 費 の

助 成 の 対 象 者 で あ る と 認 め た と き は 、 受 給 者証を 交 付 し な け ればな ら な い 。 

  （ 受 給 者証の再交 付 ）  



第８条  受 給 者 証 の損傷 又 は紛失 等 の 事由 に よ り 受 給 者証の 再 交 付 を 受 け よ

う と す る 者 は 、重 度 障 害 者（ 児 ）医 療 費 助 成 金 受 給 者証再交 付 申 請書（ 第 ４

号様式） を 市 長 に提出し て 、 そ の再交 付 を 受 け な け ればな ら な い 。  

 （ 受 給 者証に よ る 受 診 ）  

第９条  受 給 者証の 交 付 を 受 け た場合 に お い て 、 障 害 者 (児 )が 診 療 等 を 受 け よ

う と す る と き 又 は そ の 監 護 す る 障 害 者 (児 )に 診 療 等 を 受 け させよ う と す る

と き は 、医 療 機 関 等 に 被 保 険 者証と と も に 受 給 者証を提示 し 、診 療 等 を 受 け

た後、 当 該 診 療 等 に係る 別 表 第 ２ 第 １欄の 算 定 基準額各 号 に 規 定 す る額（ 以

下 「一部 負 担額」 と い う 。 ） を 支払う も の と す る 。  

 （ 支 給 の 申 請 ）  

第 10条  受 給 者証の 交 付 を 受 け た 者（ 以 下「 受 給 者 」と い う 。）は 、医 療 費 の

助 成 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る と き は 、市 長 に 助 成 金 の 支 給 申 請 を 行わな け

ればな ら な い 。  

２   前 項 の場合 に お い て 、受 給 者 が 前 条 の 規 定 に よ り 医 療 機 関 等 に 被 保 険 者証

と と も に 受 給 者証を提示 し 、診 療 等 を 受 け た と き は 、当 該 医 療 機 関 等 か ら提

供 さ れ る情 報 に 基 づ き 静 岡 県 国 民健康 保 険団体 連 合 会 か ら 市 長 に 当 該 診 療

等 に 係る一 部 負 担額 そ の 他 助 成 金 の額 の 算 定 に 必 要 な 事 項 が通知 さ れ た こ

と を も っ て 、 受 給 者 か ら 市 長 に 助 成 金 の 支 給 申 請 が あ っ た も の とみな す 。  

３  前 項 の 規 定 に よ ら ず 受 給 者 が 助 成 金 の 支 給 申 請 を 行 う と き は 、重 度 障 害 者

（ 児 ）医 療 費 助 成 金 支 給 申 請書（ 第 ５ 号様式）を 、市 長 に提出し な け ればな

ら な い 。  

 （ 支 給額の決定 ）  

第 11条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 支 給 申 請 が あ っ た と き は 、そ の 内容を審査

し 、医 療 費 に つ い て適当 と 認 め た 支 給額を決定 し 、受 給 者 に 支 給 す る も の と

す る 。  

 （ 支 給 の 対 象期間）  

第 12条  医 療 費 の 助 成 金 の 支 給 の 対 象期間は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の区分に応

じ 、当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 受 給 者 が 第 ４ 条 に 規 定 す る 者 と し て の 要 件 を欠

く に至っ た 日まで と す る 。  

⑴   第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び ２ 号 に 該 当 す る 者  身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を

受 け た 日  

⑵   第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 す る 者  療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け た 日  



⑶   第 ２ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 該 当 す る 者  県知事 の 認 定 を 受 け た 日  

⑷   第 ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 該 当 す る 者  精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 交 付 を

受 け た 日  

 （変更届）  

第 13条  受 給 者 又 は 受 給 者 を 監 護 す る 者 は 、受 給 者 が 住 所 又 は氏名を変更し た

と き は 、被 保 険 者証を提示 し 、重 度 障 害 者（ 児 ）医 療 費 助 成 金 受 給 者証交 付

申 請 事 項変更届（ 第 ６ 号様式）に 受 給 者証を添付 し て 、速やか に 市 長 に届け

出て 受 給 者証の書換交 付 を 受 け な け ればな ら な い 。  

２  受 給 者 は 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、被 保 険 者証を提示 し 重 度

障 害 者（ 児 ）医 療 費 助 成 金 受 給 者証交 付 申 請 事 項変更届に 、第 ６ 条 第 １ 項 に

規 定 す る附加給 付 に 関 す る証明書を添付（ 第 ２ 号 及 び 第 ４ 号 に 該 当 す る場合

を 除 く 。 ） し て 、速やか に 市 長 に届け出な け ればな ら な い 。  

⑴   加入 し て い る 医 療 保 険 を変更し た と き  

⑵   附加給 付 の 内容に変更が あ っ た と き  

⑶   支払希望金融機 関 を変更し た と き  

 （ 受 給資格喪失届）  

第 14条  受 給 者 が 、第 ４ 条 に 規 定 す る 者 と し て そ の 要 件 を喪失す る に至っ た と

き は 、重 度 障 害 者（ 児 ）医 療 費 助 成 金 受 給資格喪失届（ 第 ７ 号様式）に 第 ６

条 第 1項 各 号 に 掲 げ る書類及 び 受 給 者証を添付 し て 、速やか に 市 長 に届け出

な け ればな ら な い 。  

２  受 給 者 が死亡し 、又 は失そ う の宣告 を 受 け た と き は 、戸籍法（ 昭 和 22年 法

律 第 224号 ） の 規 定 に よ る届出義務者 は 、 そ の旨を速やか に 市 長 に届出な け

ればな ら な い 。  

  こ の場合 に お い て 、死亡し 、又 は失そ う の宣告 を 受 け た 者 に 支 給 すべき 医

療 費 の 助 成 金 が あ る と き は届出義務者 に 支 給 す る こ と が で き る も の と す る 。 

 （ 助 成 金 の返還）  

第 15条  市 長 は 、受 給 者 の偽り そ の 他 不正な 手段に よ り こ の 要 綱 に 定 め る 医 療

費 の 助 成 金 の 支 給 を 受 け た も の が あ る と き は 、そ の 者 に既に 支 給 し た 金額の

全 部 又 は一部 を返還させる こ と が で き る 。  

 （権利 の消滅）  

第 16条  こ の 要 綱 に よ り 医 療 費 の 助 成 金 の 支 給 を 受 け る権利 は 、障 害 者 (児 )が

診 療 等 を 受 け た 日 の属す る 月 の翌 月 か ら起 算 し て １ 年 間第 10条 に 規 定 す る



支 給 の 申 請 が 行われ な か っ た と き は 、消滅す る も の と す る 。  

附  則  

 （ 施 行期日 ）  

1 こ の改正は 、 平 成 16年 12月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ６ 条 第 １ 項 、 第

７ 条 、 第８条 、 第 １ ３ 条 及 び 第 １ ４ 条 の 規 定 は 、公示 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経過措置）  

２  改正前 の 受 給 者証の 交 付 を 受 け た 者 に つ い て は 、改正後の 第 ３ 条 、第 ５ 条

の 規 定 は 平 成 17年 4月 1日 か ら適用す る 。  

３  こ の改正前 に従前 の 規 定 に よ り 取 り 扱 っ た も の は 、改正後の相当 の 規 定 に

よ り 取 り 扱 っ た も の とみな す 。  

 （ 岡 部 町 の編入 に伴う 経過措置）  

４  岡 部 町 の編入 の 日 の 前 日まで に 、岡 部 町 重 度 心 身 障 害 者（ 児 ）医 療 費 助 成

要 綱（ 平 成 19年 岡 部 町 告 示 第 87号 ）の 規 定 に よ り さ れ た 手続き そ の 他 の 行為

は 、 こ の 告 示 の相当 規 定 に よ り さ れ た も の とみな す 。  

   附  則  

 こ の 告 示 は 、 平 成 21年 1月 1日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 22年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 22年 7月 1日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 24年 10月 1日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 29年 10月 1日 か ら 施 行 す る 。  



別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関係）  

 

１  健康保 険 法 （大正 11年 法 律 第 70号 ）  

２  船員 保 険 法 （ 昭 和 14年 法 律 第 73号 ）  

３  国民健康保 険 法 （ 昭 和 33年 法 律 第 1 9 2  号 ）  

４  国家公務員共済 組 合 法 （ 昭 和 33年 法 律 第 1 2 8  号 ）  

５  地方公務員 等共済 組 合 法 （ 昭 和 37年 法 律 第 1 5 2  号 ）  

６  私立学校教職員共済 法 （ 昭 和 28年 法 律 第 2 4 5  号 ）  

７  高齢 者 の 医 療 の確保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 57年 法 律 第 80号 ）  

 

別表第２（第５条関係）  

1  算定基準額  ２   自己負担金  

(1) 次に 掲げる経 費（児童 福祉法そ の他の法 令 の

規 定 に よ り 、国又 は地方公共団体 の 負 担 に よ る

医療 に 関 する 給 付 （生活保 護法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律

第 144 号）第 １ ５ 条の規定に基づく医療扶助を除

く ｡)及 び 健康保 険 組 合 等 の 規約又 は 定款等 で 定

め て い る附加給 付 が あ る場合 は 、 当 該 給 付 の額

を控除する ｡）  

ア社会保険各法の規定に基づき、健康保険法（大

正 １ １ 年法律第 ７ ０ 号）第 76 条第２項に規定する

療 養 に 要 す る 費用の 算 定 の例に よ り 算出し た

額か ら家族療 養 費 を控除 し た額又 は 療 養 の 給

付 を 受 け る場合 の一部 負 担 金 と し て 医 療 機 関

等に支払った額  

イ 社 会 保 険 各 法 の 規 定 に 基 づ き 、 健康保 険 法 第

88 条第４項の規定する訪問看護療養費のうち

基 本 利用料と し て 医 療 機 関 等 に 支払っ た額又

は高齢 者 の 医 療 の確保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ５ ７

年法律第 ８ ０ 号）第 78 条第４項に規定する訪問

看 護 療 養 費 の う ち 基 本 利用料と し て 医 療 機 関

等に支払った額  

(2) 内部 障害３級 の者につ いては ､(1)に掲げ る 経

費 の う ち ､当 該 障 害 に 付随し て発現す る傷病 に

対する医療であると医療機関等が判断した医療

に係る経費に限るものとする。  

(3) 65 歳以上新規対象者のうち、本人又は本人と

同一世帯に属する者のいずれかの前年の所得に

市町村民税が課せられている者については、(1)

に掲げる経費のうち、入院以外に係る経費に限

るものとする ｡ 

障害者１人の１月

につき同一の医療

機関等（ただし薬局

を除く。）に対する

医療費の支払ごと

に 500 円（当該支払

額が 500 円に満たな

い場合はその額）  

 


